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児童生徒の“自殺予防教育”
菱村 幸彦

厚生労働省の自殺統計によると、令和２年中にお

ける児童生徒の自殺者数は479人で、前年（339人）

に比して４割も増加している。その背景に新型コロナ

ウイルスの感染拡大による社会不安や心理不安の

影響があることが指摘されている。

こうした状況の中、文部科学省の「児童生徒の自

殺予防に関する調査研究協力者会議」（以下「協力

者会議」）は、さる２月15日に「審議のまとめ案」を大

筋において了承した。

その内容に入る前に、自殺予防教育の経緯につ

いて見ておこう。

「手引」が示す自殺予防教育の在り方

平成18年に自殺対策基本法が制定され、同法に

基づき政府は自殺総合対策大綱を定めた。これを受

けて、文部科学省は、平成18年に「協力者会議」を設

置し、児童生徒の自殺予防について、継続的に審議

を進めている。

その成果物として、これまでに、『教師が知ってお

きたい子どもの自殺予防』（平成21年）、『子どもの自

殺が起きたときの緊急対応の手引き』（平成23年）、

『子供に伝えたい自殺予防（学校における自殺予防

教育導入の手引）』（平成26年改訂）等が作成・公表

されている。

これらの手引等が示す自殺予防教育の在り方は、

概略、次のとおりである。

(1) 自殺予防教育の目標は、①早期の問題認識（自

他の心の危機に早く気付く力をつける）、②援助希

求的態度（問題や悩みを誰かに相談したり、助け

を求めたりしようとする態度）の育成、の２つである

こと。

(2) 自殺予防教育の構成要素は、①自殺の深刻な

実態を知る、②心の危機のサインを理解する、③

心の危機に陥った自分自身や友人へのかかわり

方を学ぶ、④地域の援助機関を知る、の４つであ

ること。

(3) 自殺予防教育の前提条件として、①関係者間の

合意、②適切な教育内容、③ハイリスクの子供の

フォローアップ、④下地づくり（生命尊重、心身の

健康教育、人間関係づくり）等が重要であること。

SOSの出し方に関する教育

その後、平成28年に自殺対策基本法が改正され、

学校について「困難な事態、強い心理的負担を受け

た場合等における対処の仕方を身に付ける等のた

めの教育又は啓発を行なうよう努める」ことが規定さ

れた（17条３項）。また、平成29年には自殺総合対策

大綱が改定され、「つらいときや苦しいときには助け

を求めてもよいということを学ぶ教育（SOSの出し方

に関する教育）を推進する」ことが決定された。

文部科学省は、これらを踏まえて、平成30年から

協力者会議で「SOSの出し方に関する教育」を中心

に検討を進め、冒頭の「審議のまとめ案」となったわ

けである。

まとめ案のポイントは、概略、次のとおりである。

まず、SOSの出し方教育については、自殺予防教

育の「援助希求的態度の促進」に相当し、自殺予防

教育に包含されるとしている。

次に、SOSの出し方教育を実施する上での留意点

について、①校内の教職員間の合意は重要だが、保

護者の合意形成は必ずしも必要でないこと、②教育

目的に即した適切な教育内容を準備することが必要

であり、特に外部講師の場合、教育内容や教材につ

いて事前に協議を行なう必要があること、③ハイリス

クの子供（自殺未遂がある子供など）については、学

校、家庭、専門機関が協力して支える体制を整える

こと、を示している。

（ひしむら・ゆきひこ＝国立教育政策研究所名誉所員）

―――

2021/4/1 No.640 発行
無断転載・加工禁止
※教員研修等にお役立て
ください。

〔発行〕教育開発研究所
東京都文京区本郷 2-15-13
TEL (03)3815-7041
FAX (0120)462-488

■研修誌・図書の小社への直接のお申込みは、小社HP https://www.kyouiku-kaihatu.co.jpをご利用ください。

●自殺を減らすために、教師が今できること

教師にできる自殺予防―子どものSOSを見逃さない
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